
ヘルメットの着用が になります。

この写真は、ヘルメットを着用していたため
一命をとりとめた時のものです。

【愛媛県警提供資料】

自転車を利用するすべての方へ。

埼 玉 県 警 察
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学年別・自転車事故死傷者数（H29-R3,県内）

道路交通法の一部改正（令和４年４月27日公布、１年以内に施行）により、すべての自

転車利用者は乗車用ヘルメットを着用することが努力義務となります。

児童・生徒の大切な命を守るため、ご準備をお願いいたします。

ヘルメットを着用していれば…、
助かる命があります。

児童又は幼児を保護する責任のある者（※）に対する
乗車用ヘルメット着用努力義務、

すべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット
着用努力義務 ～新設～

【道路交通法第63条の11】改正イメージ

※父母や教師など、当然に児童又は幼児を保護する責任のある者が含
まれると解されています。

【お問合せ先】
埼玉県警察本部 交通部
交通総務課（自転車対策係）
０４８‐８３２‐０１１０（代表）


